
橿原市監査公表第３号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４２条第１項の規定に基づき請求のあった橿

原市職員措置請求について、同条第５項の規定により監査を実施したので、その結果を別紙

のとおり公表します。 

 

令和３年４月１５日 

 

橿原市監査委員   久保田 幸治 

橿原市監査委員   山口 宣恭 

橿原市監査委員   竹田 のぶや 
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橿原市職員措置請求に関する監査結果 

 

第１ 請求の受付 

 １ 請求人及び請求人ら代理人 

（１）請求人   （略） 

 

（２）請求人ら代理人   （略） 

 

２ 請求書の受付日 

令和３年２月１５日 

 

 ３ 請求の内容 

請求人から提出された橿原市職員措置請求書（以下「本件監査請求書」という。）に記

述された請求（以下「本件監査請求」という。）の内容は、次のとおりである。以下、請

求の要旨については原文のまま掲載している。ただし、個人名及び施術所名については

匿名とした。 

 

１．請求の要旨  

（１）当事者等 

Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＨは、橿原市民であり、国民健康保険の被保険

者かつ被保険者の属する世帯の世帯主である。 

Ａ´は、橿原市民であり、国民健康保険の被保険者かつＡの扶養家族である。 

Ｄ´は、橿原市民であり、国民健康保険の被保険者かつＤの扶養家族である。 

Ｅ´は、橿原市民であり、国民健康保険の被保険者かつＥの扶養家族である。 

Ｇ´は、橿原市民であり、国民健康保険の被保険者かつＧの扶養家族である。 

 

（２）療養費の支給 

Ａ´は、平成３０年１１月、施術所アで施術を受け、一部負担金を支払った。同

人の世帯主であるＡは、橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施術料から一

部負担金を引いた金額）３，３７４円の療養費支給申請を行い、平成３１年２月２

８日に全額支給を受けた。 

Ｂは、平成３０年１１月、施術所イで施術を受け、一部負担金を支払った。同人

は、橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施術料から一部負担金を引いた金

額）５，１２４円の療養費支給申請を行い、令和元年５月２８日に全額支給を受け

た。 
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Ｃは、平成３１年２月、施術所ウで施術を受け、一部負担金を支払った。同人は、

橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施術料から一部負担金を引いた金額）

８，２３２円の療養費支給申請を行い、令和元年６月２８日に全額支給を受けた。 

Ｄ´は、平成３１年３月、施術所エで施術を受け、一部負担金を支払った。同人

の世帯主であるＤは、橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施術料から一部

負担金を引いた金額）１５，４７４円の療養費支給申請を行い、平成３１年２月２

８日に全額支給を受けた。 

Ｅ´は、平成３１年３月及び同年４月、施術所オで施術を受け、一部負担金を支

払った。同人の世帯主であるＥは、橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施

術料から一部負担金を引いた金額）として、３月施術料残額６，０６９円及び４月

施術料残額３，４１６円の療養費支給申請を行い、令和元年６月２８日及び同年７

月２６日に全額支給を受けた。 

Ｆは、平成３１年３月、施術所オで施術を受け、一部負担金を支払った。同人は、

橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施術料から一部負担金を引いた金額）

１，５８９円の療養費支給申請を行い、令和元年６月２８日に全額支給を受けた。 

Ｇ´は、令和元年１２月、施術所カで施術を受け、一部負担金を支払った。同人

の世帯主であるＧは、橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施術料から一部

負担金を引いた金額）３，４２３円の療養費支給申請を行い、令和２年３月２７日

に全額支給を受けた。 

Ｈは、令和２年４月、施術所エで施術を受け、一部負担金を支払った。同人は、

橿原市に対し、上記施術に係る施術料残額（施術料から一部負担金を引いた金額）

１１，４４５円の療養費支給申請を行い、令和２年７月２８日に全額支給を受けた。 

 

（３）過誤支給の判明 

その後、橿原市の事後調査により、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＨに対する

上記療養費は本来支給すべきでなかったことが判明した。 

 

（４）支給済み療養費の未返還 

しかし、橿原市は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＨに対し、支給済療養費取

消決定通知、療養費不支給決定通知、及び支給済み療養費の返還請求を行っていな

い。その結果、橿原市には上記支給済み療養費合計５８，１４６円の損失が生じて

いる。 

 

（５）よって、監査委員は、市長に対し、次の通り勧告するよう求める。 
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記 

市長は、別表記載の療養費について、同記載の各世帯主に対し、支給済療養費取

消通知、不支給決定通知及び支給済み療養費の返還請求を行うこと。 

 

上記のとおり、地方自治法第２４２条第１項の規定により、別紙事実証明書を添

え、必要な措置を請求する。 

 

   （別表） 

 施術年月 世帯主氏名 患者氏名 金額 支給年月日 

１ 平成 30年 11月 Ａ Ａ´ 3,374 平成 31年 2月28日 

２ 平成 30年 11月 Ｂ Ｂ 5,124 平成 31年 2月28日 

３ 平成 31年 2月 Ｃ Ｃ 8,232 令和 1年 5月28日 

４ 平成 31年 3月 Ｄ Ｄ´ 15,474 令和 1年 6月28日 

５ 平成 31年 3月 Ｅ Ｅ´ 6,069 令和 1年 6月28日 

６ 平成 31年 3月 Ｆ Ｆ 1,589 令和 1年 6月28日 

７ 平成 31年 4月 Ｅ Ｅ´ 3,416 令和 1年 7月26日 

８ 令和 1年12月 Ｇ Ｇ´ 3,423 令和 2年 3月27日 

９ 令和 2年4月 Ｈ Ｈ 11,445 令和 2年 7月28日 

 

 

４ 請求の要件審査及び受理 

監査委員は、本件監査請求が地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」とい

う。）第２４２条の所定の要件事項を具備しているものと認め、令和３年２月１９日にこ

れを受理した。 

 

 

第２ 監査の実施 

１ 監査を実施した監査委員 

   久保田 幸治 

山口 宣恭 

竹田 のぶや（令和３年２月２４日就任） 

 

 ２ 請求人の証拠の提出及び陳述 

   監査委員は、法第２４２条第７項の規定により、請求人に対し、証拠の提出及び陳述
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の機会を与えたところ、請求人ら代理人が令和３年３月５日に陳述を行い、陳述書及び

これに係る事実証明書の提出を行った。請求人ら代理人から提出された陳述書の内容は、

次のとおりである。以下、陳述書の内容は、図表を省略し、その他は原文のまま掲載し

ている。 

 

１ はじめに  

本監査請求について、橿原市の担当部局は、本件のように、療養費の支給後、保険

者等による内容点検により、本来支給すべきでない療養費が支給されていたことが事

後的に判明した場合には、「柔道施術療養費支給申請書増減点並びに返戻連絡書」、「過

誤調整結果通知書」等の様式に記載し、柔道整復療養費支給申請書の原本と共に受領

受任者に返却すると同時に、施術所に対して過誤調整を行うことで、過去に支払われ

た療養費の返戻を受けていると弁解すると思われる。 

しかし、この方法は、保険者が、不正又は不当な請求に係る患者（被保険者等）の

支給決定後において、他の患者の療養費支給申請に係る支給受領受任者である施術管

理者、施術所等が受領するべき療養費と相殺するものであり、この方法が違法である

ことは、大阪府における同様な処理について違法あることが裁判所で確定おり、また

橿原市についても奈良地方裁判所、大阪高等裁判所で違法であることの判決がなされ

ている。その中で本件監査請求で問題としている取消決定、不支給決定がなされてい

ないことが認定されている。 

２ 本来あるべき支給（受領委任払い）及び返還請求の手続き 

（１）療養費支給の手続きの流れ 

療養費の支給申請を受けた保険者は、審査支払機関による申請書の審査結果を踏

まえて療養費の支給の適否を判断し、世帯主に対して支給決定又は不支給決定を行

う。保険者が支給決定をした場合、審査支払機関を経て受領委任を受けた者に対し

て残額（７割）の療養費が支払われる。 

（２）支給後に過誤が判明した場合の手続き 

療養費の支給後、保険者等による内容点検により、本来支給すべきでない療養費

が支給されていたことが事後的に判明した場合、保険者は、世帯主に対し、過去の

療養費支給決定を取り消さなければならない。行政処分はたとえ違法であっても、

権限ある行政庁又は裁判所が取り消すまでは、一応有効なものとして扱われなけれ

ばならないからである。然る後に、保険者は、申請者である世帯主に対して新たに

不支給決定を行い、世帯主から受領委任を受けた者を通じ、あるいは直接に、世帯

主に対し、受領済みの療養費の返戻を求めることとなる。 

 

３ 監査対象事項 
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  本件監査請求書に記載されている事項から、次に掲げる事項を監査対象とした。 

（１）橿原市長（以下「市長」という。）が本件世帯主ら（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及

びＨを総称していう。以下同じ。）に対し、療養費返還請求を行っていないことに怠る

事実があるか。 

 

（２）市長が本件世帯主らに対し、支給済療養費取消通知及び不支給決定通知を行ってい

ないことが怠る事実に当たるか。 

 

４ 監査対象部局 

健康部 

 

 ５ 関係職員の陳述 

監査委員は、令和３年３月１６日に健康部関係職員から陳述を聴取した。 

 

 

第３ 監査結果 

本件監査請求についての監査の結果は、合議により次のように決定した。 

 

本件監査請求のうち、支給済療養費の返還を求める請求については棄却し、支給済療

養費取消通知及び不支給決定通知を行うことを求める請求については却下する。 

 

以下、その理由について述べる。 

 

１ 事実の確認 

監査対象事項について、関係する法令等との照合、関係書類等の調査並びに本件監査

請求書等及び陳述並びに監査対象部局からの提出書面及び関係職員の陳述により、次の

事実を確認した。 

（１）関係する法令等の規定について 

ア 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号） 

   （ア）療養の給付 

国民健康保険法第３６条第１項において「市町村及び組合は、被保険者の疾病

及び負傷に関しては、次の各号に掲げる療養の給付を行う。ただし、（以下略）」

と定めている。 

   （イ）療養費 

国民健康保険法第５４条第 1項において「市町村及び組合は、療養の給付若し
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くは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給（以

下この項及び次項において「療養の給付等」という。）を行うことが困難であると

認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所若しくは薬局そ

の他の者について診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、市町村

又は組合がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を

支給することができる。ただし、（以下略）」、同条第３項において「療養費の額は、

当該療養（食事療養及び生活療養を除く。）について算定した費用の額から、その

額に第４２条第１項各号の区分に応じ、同項各号に掲げる割合を乗じて得た額を

控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療

養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、市町村又は組

合が定める。」と定めている。 

 

イ 国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令第５３号） 

国民健康保険法施行規則第２７条第１項において「被保険者の属する世帯の世帯

主又は組合員は、法第５４条（中略）の規定により療養費の支給を受けようとする

ときは、次に掲げる事項を記載した療養費支給申請書を当該世帯主が住所を有する

市町村又は組合に提出しなければならない。」と定めている。 

 

（２）受領委任について 

ア 令和２年５月２２日付け厚生労働省保険局長通知（保発０５２２第６号）による

改正前の平成２２年５月２４日付け厚生労働省保険局長通知（保発０５２４第２号）

「柔道整復師の施術に係る療養費について」（以下「本件通知」という。） 

（ア）受領委任の取扱いについて 

本件通知別添２「受領委任の取扱規程」（以下「本件規程」という。）第１章１

において「本規程は、柔道整復師が健康保険法及び船員保険法に基づく全国健康

保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者

に係る療養費並びに国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律（以下

「高齢者医療確保法」という。）に基づく国民健康保険及び後期高齢者医療の被保

険者に係る療養費（以下単に「療養費」という。）の受領の委任を被保険者又は被

扶養者から受け、保険者又は後期高齢者医療広域連合（以下「保険者等」という。）

に請求する場合の取扱い（以下「受領委任の取扱い」という。）を定めることを目

的とする。」とされている。 

（イ）療養費の算定、一部負担金の受領等 

本件規程第３章１８において「施術管理者は、施術に要する費用について、別

に厚生労働省保険局長が定める「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」（以
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下「算定基準」という。）により算定した額を保険者等に請求するとともに、患者

から健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者医療確保法に定める一

部負担金に相当する金額の支払いを受けるものとすること。（以下略）」とされて

いる。 

   （ウ）申請書の作成 

      本件規程第４章２５において「施術管理者は、保険者等に療養費を請求する場

合は、次に掲げる方式により柔道整復施術療養費支給申請書（以下「申請書」と

いう。）を作成し、速やかな請求に努めること。 

      (1) 申請書の様式は、様式第５号とすること。 

(2) 申請書を月単位で作成すること。 

（以下略）」とされている。 

   （エ）申請書の返戻 

      本件規程第４章２７において「保険者等又は国保連合会は、申請書の事前点検

を行い、申請書に不備がある場合は、施術管理者に返戻すること。」、同第６章３

２において「保険者等による点検調査の結果、申請書を返戻する必要がある場合

は、２７と同様の取扱いによること。」とされている。 

   （オ）療養費の支払い 

本件規程第６章３４において「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、

適宜、患者等に施術の内容及び回数等を照会して、施術の事実確認に努めること。

また、柔整審査会の審査等を踏まえ、速やかに療養費の支給の適否を判断し処理

すること。なお、保険者等が調査に基づき不支給等の決定を行う場合は、被保険

者に不支給決定通知を行う等、不支給処理を適正に行うとともに、患者が施術者

に施術料金を支払う必要がある場合は、保険者等は、適宜、当該患者に対して指

導を行うこと。」、同３７において「保険者等は、申請書の支払機関欄に記載され

た支払機関に対して療養費を支払うこと。」とされている。 

 

（３）柔道整復施術療養費に係る審査・点検業務の委託について 

    橿原市（以下「市」という。）は、奈良県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合

会」という。）が定める「奈良県国民健康保険団体連合会柔道整復施術療養費審査支払

規則」（制定 平成３０年３月３０日）に基づき、柔道整復師の施術に係る国民健康保

険療養費（以下「療養費」という。）の申請書の審査及び支払に関する業務を国保連合

会に委託している。 

 

（４）療養費の支給について 

    Ａ´は、平成３０年１１月に施術所アで施術を受け、施術管理者に一部負担金を支
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払った。施術管理者は、Ａ´の世帯主であるＡの施術料残額（施術料から一部負担金

を引いた金額。以下同じ。）３，３７４円の療養費支給申請のため、柔道整復施術療養

費支給申請書（以下「申請書」という。）を国保連合会へ提出した。国保連合会による

１次審査を経て、市は平成３１年２月１５日に国保連合会に対し療養費を支払った。

当該療養費については、申請書において全国柔整師協会（以下「全柔協」という。）会

長に受領委任されており、請求人の提出した事実証明書（以下「事実証明書」という。）

によると、全柔協に平成３１年２月２８日に着金したことが確認できる。 

Ｂは、平成３０年１１月に施術所イで施術を受け、施術管理者に一部負担金を支払

った。施術管理者は、Ｂの施術料残額５，１２４円の療養費支給申請のため、申請書

を国保連合会へ提出した。国保連合会による１次審査を経て、市は平成３１年２月１

５日に国保連合会に対し療養費を支払った。当該療養費については、申請書において

全柔協会長に受領委任されている。本件監査請求書本文では療養費支給日は令和元年

５月２８日となっているが、事実証明書から、全柔協に平成３１年２月２８日に着金

したことが確認でき、本件監査請求書別表（以下「別表」という。）記載の支給年月日

とも一致している。 

Ｃは、平成３１年２月に施術所ウで施術を受け、施術管理者に一部負担金を支払っ

た。施術管理者は、Ｃの施術料残額８，２３２円の療養費支給申請のため、申請書を

国保連合会へ提出した。国保連合会による１次審査を経て、市は令和元年５月１６日

国保連合会に対し療養費を支払った。当該療養費については、申請書において全柔協

会長に受領委任されている。本件監査請求書本文では療養費支給日は令和元年６月２

８日となっているが、事実証明書から、全柔協に令和元年５月２８日に着金したこと

が確認でき、別表記載の支給年月日とも一致している。 

Ｄ´が施術を受けた施術所は、本件監査請求書には施術所エとあるが、事実証明書

及び監査対象部局提出資料によると施術所エ´である。Ｄ´は、平成３１年３月に施

術所エ´で施術を受け、施術管理者に一部負担金を支払った。施術管理者は、Ｄ´の

世帯主であるＤの施術料残額１５，４７４円の療養費支給申請のため、申請書を国保

連合会へ提出した。国保連合会による１次審査を経て、市は令和元年６月１８日に国

保連合会に対し療養費を支払った。当該療養費については、申請書において全柔協会

長に受領委任されている。本件監査請求書本文では療養費支給日は平成３１年２月２

８日となっているが、事実証明書から、全柔協に令和元年６月２８日に着金したこと

が確認でき、別表記載の支給年月日とも一致している。 

Ｅ´は、平成３１年３月及び同年４月に施術所オで施術を受け、施術管理者に一部

負担金を支払った。施術管理者は、Ｅ´の世帯主であるＥの３月分施術料残額６，０

６９円及び４月分施術料残額３，４１６円の療養費支給申請のため、申請書を国保連

合会へ提出した。国保連合会による１次審査を経て、市は令和元年６月１８日及び同
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年７月１８日に国保連合会に対し療養費を支払った。当該療養費については、申請書

において全柔協会長に受領委任されており、事実証明書によると、全柔協に令和元年

６月２８日及び同年７月２６日に着金したことが確認できる。 

Ｆは、平成３１年３月に施術所オで施術を受け、施術管理者に一部負担金を支払っ

た。施術管理者は、Ｆの施術料残額１，５８９円の療養費支給申請のため、申請書を

国保連合会へ提出した。国保連合会による１次審査を経て、市は令和元年６月１８日

に国保連合会に対し療養費を支払った。当該療養費については、申請書において全柔

協会長に受領委任されており、事実証明書によると、全柔協に令和元年６月２８日に

着金したことが確認できる。 

Ｇ´は、令和元年１２月に施術所カで施術を受け、施術管理者に一部負担金を支払

った。施術管理者は、Ｇ´の世帯主であるＧの施術料残額３，４２３円の療養費支給

申請のため、申請書を国保連合会へ提出した。国保連合会による１次審査を経て、市

は令和２年３月１８日に国保連合会に対し療養費を支払った。当該療養費については、

申請書において全柔協会長に受領委任されており、事実証明書によると、全柔協に令

和２年３月２７日に着金したことが確認できる。 

Ｈは、令和２年４月に施術所エで施術を受け、施術管理者に一部負担金を支払った。

施術管理者は、Ｈの施術料残額１１，４４５円の療養費支給申請のため、申請書を国

保連合会へ提出した。国保連合会による１次審査を経て、市は令和２年７月１６日に

国保連合会に対し療養費を支払った。当該療養費については、申請書において全柔協

会長に受領委任されており、事実証明書によると、全柔協に令和２年７月２８日に着

金したことが確認できる。 

 

（５）過誤支給について 

請求人は、療養費の支給事務における事後調査をしたのは市であると述べているが、

事後調査は市又は国保連合会が実施したことを以下のとおり確認した。 

国保連合会は施術管理者から提出された申請書について１次審査を実施した後、市

に療養費を請求し、市は国保連合会に療養費を支払う。事後調査は１次審査後に実施

され、資格点検と内容点検がある。 

資格点検については、国保連合会が、国保総合システムにおいて被保険者情報と療

養費支払済データを突合し資格相違エラーリストを作成する。市は、当該エラーリス

トにより資格の確認を行い、資格喪失等による保険適用外であることが判明すると、

市が各施術所へ電話連絡し、過誤調整について同意を得たうえで、過誤調整依頼書を

添付した申請書を国保連合会を通じて各施術所へ返戻する。資格点検により過誤支給

が判明したのは、別表のうち６件（１及び４ないし８）である。 

内容点検については、一次審査後に国保連合会が点検を実施して文書照会等対象被
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保険者を選定し、市へ報告する。市は対象被保険者を確認し文書照会等が必要な被保

険者について国保連合会へ文書照会等を依頼する。これを受けて国保連合会は、被保

険者等に対して文書照会等を行い、その結果を再度市へ報告する。市は国保連合会の

照会結果に基づき、過誤返戻を要するものについては過誤返戻処理を国保連合会へ依

頼する。国保連合会は市からの過誤返戻依頼に基づき、各施術所へ過誤調整について

の同意確認を電話連絡にて行い、同意を得たものについて、申請書の返戻と、過誤事

由及び支払済みのため差引調整をする旨を記載した過誤返戻事由付せんの確認を市

に依頼する。市は過誤調整依頼書を添付した申請書と確認済み過誤返戻事由付せんを

国保連合会へ送付し、国保連合会はこれら書類に加え国民健康保険過誤調整結果通知

書を作成し各施術所へ送付する。内容点検により過誤支給が判明したのは、別表のう

ち３件（２、３及び９）である。 

なお、別表記載の療養費については、各々の申請書の枠外に、「過誤、返戻等の場合

は、上記の全国柔整師協会宛にご返送下さい。」と記載されており、国保連合会は、各

施術所ではなく全柔協に申請書等を送付している。 

    過誤支給が判明したときは、国保連合会において翌月分の請求により調整する。国

保連合会は、請求算定額を算出するときに、過誤額を加減し請求確定額を算出して、

請求内訳書を作成する。これを受けて市は国保連合会に過誤調整後の請求確定額を支

払う。 

監査対象部局提出資料から判明した過誤調整の承諾日、過誤調整により療養費を回

収した日は以下のとおりである。 

   施術所 過誤調整の承諾日 
過誤支給

額(円) 

過誤調整により 

療養費を回収した日 

1 施術所ア 平成 31年 2月18日 3,374 平成 31年 4月 17日 

2   施術所イ 平成 31年 3月22日 5,124 令和元年5月 16日 

3   施術所ウ 令和元年6月 14日 8,232 令和元年8月 16日 

4 施術所エ´ 令和元年6月 25日 15,474 令和元年8月 16日 

5   施術所オ 令和元年7月 26日 6,069 令和元年9月 18日 

6   施術所オ 令和 2年 2月21日 1,589 令和 2年4月16日 

7   施術所オ 令和元年7月 26日 3,416 令和元年9月 18日 

8   施術所カ 令和 2年 6月19日 3,423 令和 2年8月18日 

9   施術所エ 令和 2年 8月19日 11,445 令和 2年 10月 16日 

  （注）上記番号は別表と対応 

 

２ 監査委員の判断 



11 

 

  請求人は、本件監査請求書において「市長は、別表記載の療養費について、同記載の

各世帯主に対し、支給済療養費取消通知、不支給決定通知及び支給済み療養費の返還請

求を行うこと。」を求めている。その請求の内容について、請求人は、事実証明書におい

て「本来支給すべきでない療養費が支給されていたことが事後的に判明した場合、保険

者は、世帯主に対し、過去の療養費支給決定を取り消さなければならない。行政処分は

たとえ違法であっても、権限ある行政庁又は裁判所が取り消すまでは、一応有効なもの

として扱われなければならないからである。然る後に、保険者は、申請者である世帯主

に対して新たに不支給決定を行い、世帯主から受領委任を受けた者を通じ、あるいは直

接に、世帯主に対し、受領済みの療養費の返還を求めることとなる。」と、支給後に過誤

が判明した場合における本来あるべき手続を主張している。 

以上の主張内容からすれば、請求人は、療養費支給決定の取消及び不支給決定がなさ

れることを前提に、これら通知及び返還請求の不行使という怠る事実を問題とするもの

と考えられることから、前記において特定した監査対象事項に対する判断を次のとおり

述べる。 

 

（１）療養費返還請求を行っていないことに怠る事実があるかについて 

    国民健康保険法第５４条の規定による療養費の支給は、療養の給付（現物給付）で

はなく、金銭の給付であり、支給することができる権限者は本件の場合、市である。 

そして、市が、本件世帯主らからそれぞれ申請書の提出を受け、その結果、行政処

分として、及び財務会計上の財務的処理である公金の支出として、療養費の支給を行

ったこと、並びにその後に過誤が判明したことは、前記１（４）及び（５）において

事実認定したとおりであり、これらの点においては、請求人と市に争いはない。 

しかるに本件療養費の支給決定という行政処分が請求人の主張のとおり取消処分及

び不支給決定処分がされていない以上、当該行政処分は現に有効であり、本件世帯主

らに不当利得は発生せず実体法上療養費の返還請求権は存しないこととなり、怠る事

実があるとして市長に療養費の返還を求める請求人の主張には理由がない。 

 

（２）支給済療養費取消通知及び不支給決定通知を行っていないことが怠る事実に当たる

かについて 

   ア 取消通知及び不支給決定通知の財務会計行為該当性 

     住民監査請求の制度は、住民訴訟の前置手続であるところ（最高裁 昭和６２年

２月２０日判決）、住民訴訟に係る訴えが適法といえるためには、当該訴訟の対象と

された行為又は事実として、財務会計上の財務的処理を直接の目的とするものでな

ければならないとされている（最高裁 平成２年４月１２日判決）。したがって、住

民監査請求が適法といえるためには、住民監査請求の対象となる事項は、事務監査
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請求（法第７５条第１項）の対象とは異なり、財務会計上の財務的処理を直接の目

的とするものに限られるということができる。 

しかし、本件監査請求の対象である支給済療養費取消通知及び不支給決定通知は、

国民健康保険の療養費事務における事務手続であり、財務会計上の財務的処理を直

接の目的とするものではない。したがって、これら通知を対象とする住民監査請求

は、適法なものとはいえない。 

 

   イ 通知の前提となる支給済療養費取消及び不支給決定の財務会計行為該当性 

     住民監査請求のいわゆる財務会計上の怠る事実は、「公金の賦課若しくは徴収若

しくは財産の管理」を対象としている（法第２４２条第１項）。ここにいう「財産」

とは、「公有財産、物品及び債権並びに基金をいう」ところ（法第２３７条第１項）、

このうち「債権」は、「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」として（法

第２４０条第１項）、金銭債権であることが明確に定義されている。 

しかしながら、本件監査請求の対象である各通知の前提となる本件世帯主らに対

する療養費支給決定の取消処分は、行政処分の行使を求める権限であり金銭債権と

はならない。また、不支給決定処分も金銭債権とはならないことから「債権」には

該当せず、「公金の賦課、徴収」にも該当しない。したがって、いずれの処分も住民

監査請求の怠る事実の対象とはならず、住民監査請求の要件を欠き不適法である。 

 

以上のとおりであるから、本件監査請求のうち、支給済療養費の返還を求める請求に

ついては理由がないから棄却し、支給済療養費取消通知及び不支給決定通知を行うこと

を求める請求については住民監査請求の対象とはならず不適法であるから却下する。 

 

（３）「損害」発生の有無について 

    本件監査において採用した見解ではないが、仮に通知の前提となる支給済療養費取

消及び不支給決定が財務会計上の行為に当たるとの見解に立った場合、あるいは、請

求人の主張内容ではないが、仮に市による過誤返戻手続を、療養費支給決定の取消し

又は不支給決定であるとの見解に立った場合、その後の本件世帯主らに対する支給済

療養費の返還請求の不作為を怠る事実とみることができるかについて検討する。 

 住民監査請求が認められるためには、「損害」が発生することが要件とされている

（法第２４２条第１項）ところ、請求人は、支給済療養費合計５８，１４６円の損失

が市に生じていると述べ、その根拠として陳述書において過誤調整の違法性を主張す

る。 

これに対し、市は、弁明書において、奈良県福祉医療部医療・介護保険局医療保険

課及び国保連合会が定めた「奈良県療養費事務共同化等マニュアル」において「施術
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所へ過誤調整についての同意確認を電話連絡にて行い、同意を得られた場合は過誤調

整を行う」と定められ、奈良県全ての市町村国保でも同様の手続を行っており、過誤

調整に合理性が認められていることから、本件療養費の支給について、国保連合会の

調査の結果、保険適応できないことが判明したため、受領委任した施術所に対し、保

険者（及び国保連合会）から電話連絡を行い、過誤調整の同意を得て過誤調整（次回

施術所への支払分より相殺）を行ったものであり、市には損害が生じていない旨を弁

明している。 

この点、国民健康保険の療養費の請求権者である被保険者又はその世帯主が、保険

者である市に対し、市が過去の過誤支給分の返戻額を「過誤調整」の名目で相殺的に

控除したために、本来支給されるはずの療養費の一部が不支給になっている旨主張し

て、不支給分を請求した事案について、奈良地裁令和２年３月１２日判決（平成３０

年（行ウ）第１４号療養費支払請求事件）及び大阪高裁令和２年１０月２２日判決（令

和２年（行コ）第６８号療養費支払請求控訴事件）は、過誤調整の相殺合意の効力が

療養費の請求権者である被保険者及びその世帯主に及んでいないとして、不支給分の

請求を認めた。 

市はこれを不服とし、受領委任における過誤調整は合理的な内容であり、事実たる

慣習として成立し法規範性を有しているとの主張を内容とする最高裁への上告受理

の申立てを行っているところである。 

このように係争中である現時点においては、過誤調整による取扱いは、なお行政裁

量の範囲内であると考えられ、市に損失が生じているとする請求人の主張を採用する

ことはできない。したがって、仮に前述した見解に立ったとしても、本件世帯主らに

対する支給済療養費の返還請求の不作為を怠る事実とみることはできない。念のため

申し添える。 

 

 

よって、前記監査結果のとおり判断する。 

 

 

 

   令和３年４月１２日 

 

橿原市監査委員   久保田 幸治 

橿原市監査委員   山口 宣恭 

橿原市監査委員   竹田 のぶや 
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